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〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

発行所　　京 都 府
政 策 法 務 課
電  話 （075） 414-4037

〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入　　　　

印刷所　　中 西 印 刷 株 式 会 社
電  話 （075） 441-3155

　告　　　　示　

京都府告示第247号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定
により、道路の区域を次のとおり変更する。
　なお、その関係図面は、次の縦覧場所において、令和
６年５月24日から令和６年６月７日まで縦覧に供する。

　令和６年５月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１⑴　道路の種類　　一般国道
　⑵　路　線　名　　178号
　⑶　道路の区域

区　　　　　　　間
変更
前後
別

敷地の幅員 延　長

京丹後市網野町島津小字大谷
10088の１から

京丹後市網野町島津小字大谷
10087の７まで

前

ｍ
 最小　13.3

 最大　28.3

ｍ

　 　16.3

後
 最小　24.3

 最大　28.3

　⑷　縦 覧 場 所　　京都府丹後土木事務所及び京都府
建設交通部道路管理課

２⑴　道路の種類　　府道
　⑵　路　線　名　　掛津峰山線
　⑶　道路の区域

区　　　　　間
変更
前後
別

敷地の 
幅　員 延　長 備　考

京丹後市網野町島津小
字大谷10088の１から

京丹後市網野町島津小
字大谷10088の１まで

前

ｍ

最小　15.4

最大　22.2

ｍ

50.4

旧道の区域
の廃止

廃道

延長16.2ｍ

幅員

最小12.6ｍ

最大22.2ｍ

期日

告示日に同
じ。

後
最小　15.4

最大　19.4
34.2

京丹後市網野町島津小
字大谷10088の１から

京丹後市網野町島津小
字大谷10088の１まで

前
最小　15.4

最大　19.4
34.2

後
最小　 9.4

最大　22.2
31.2

　⑷　縦 覧 場 所　　京都府丹後土木事務所及び京都府
建設交通部道路管理課

京都府告示第248号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定
により、次の道路の供用を開始する。
　なお、その関係図面は、次の縦覧場所において、令和
６年５月24日から令和６年６月７日まで縦覧に供する。

　令和６年５月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

告　　　　　示

○道路の区域変更　 （丹後土木事務所）  339
○道路の供用開始　 （　　　〃　　　）   〃
○港湾施設の能力変更　 （港湾企画課）  340

公　　　　　告

○土地改良区役員の就退任届　 （中丹広域振興局）   〃

○土地改良区の定款変更の認可　 （中丹広域振興局）  341
○土地改良区連合役員の退任届　 （南丹広域振興局）   〃
○道路の位置の指定　 （丹後土木事務所）   〃

公 安 委 員 会

○一般競争入札の実施　   〃
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とおり新旧役員の氏名及び住所の届出があった。

　令和６年５月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　就任役員
　⑴　理事

住　　　　　　　　　　所 氏　　　　名

綾部市十倉中町上川原75 橋　本　　　隆

〃　　十倉志茂町小仲10 渡　邉　　　隆

〃　　〃　　　　〃　35の１ 和　久　靖　吉

〃　　十倉中町上川原83 渡　邊　逸　郎

〃　　〃　　　沼ケ段41 渡　邉　雄　策

〃　　十倉志茂町宮ノ前18 山　口　孝　司

〃　　十倉中町小谷６ 川　端　ひとみ

　⑵　監事

住　　　　　　　　　　所 氏　　　　名

綾部市十倉志茂町小仲11の１・12合地 渡　邉　正　彦

〃　　十倉中町段畠２の９ 小　松　広　士

京都市西京区御陵峰ケ堂町二丁目９の２ 坂　田　正　孝

２　退任役員
　⑴　理事

住　　　　　　　　　　所 氏　　　　名

綾部市十倉志茂町肘谷17の１ 川　端　貞　男

〃　　十倉中町上川原75 橋　本　　　隆

〃　　十倉志茂町小仲10 渡　邉　　　隆

〃　　〃　　　　〃　35の１ 和　久　靖　吉

〃　　十倉中町上川原83 渡　邊　逸　郎

〃　　〃　　　沼ケ段41 渡　邉　雄　策

〃　　十倉名畑町名畠53 髙　雄　規　彦

　⑵　監事

住　　　　　　　　　　所 氏　　　　名

綾部市十倉志茂町小仲11の１・12合地 渡　邉　正　彦

１⑴　道路の種類　　一般国道
　⑵　路　線　名　　178号
　⑶　供用開始の区間及び期日

区　　　　　　　　間 期　　　　日

京丹後市網野町島津小字大谷10088
の１から

京丹後市網野町島津小字大谷10087
の７まで

令和６年５月24日

　⑷　縦 覧 場 所　　京都府丹後土木事務所及び京都府
建設交通部道路管理課

２⑴　道路の種類　　府道
　⑵　路　線　名　　掛津峰山線
　⑶　供用開始の区間及び期日

区　　　　　　　　間 期　　　　日

京丹後市網野町島津小字大谷10088
の１から

京丹後市網野町島津小字大谷10088
の１まで

令和６年５月24日

　⑷　縦 覧 場 所　　京都府丹後土木事務所及び京都府
建設交通部道路管理課

京都府告示第249号

　舞鶴港における港湾法（昭和25年法律第218号）第２
条第５項に規定する港湾施設で、令和６年５月24日から
その能力を変更するものの概要は、次のとおりである。

　令和６年５月24日
舞鶴港港湾管理者　京都府　　　　　　　　

代表者　京都府知事　西　脇　　隆　俊　

能力を変更する施設

種類 位置 名称
数量及び能力

備考
変更前 変更後

旅客
施設

舞鶴市字
松陰

第２ふ頭
旅客上屋

総床面積
1,772.48㎡

総床面積
1,785.72㎡

隔離施設２
棟を追加

　公　　　　告　

　十倉土地改良区の役員の改選に伴い、土地改良法（昭
和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、次の
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指定番号 指　定 
年月日

所管土木 
事務所名 道路の位置 道路の 

延　長
道路の 
幅　員

丹第53号
令
 6. 5.14

京都府丹
後土木事
務所

京丹後市峰
山町丹波小
字 大 通 り
567の10

ｍ
26.9

ｍ
最小　6.0
最大　6.0

公　安　委　員　会

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の規定に
より、次のとおり一般競争入札を実施する。
　なお、この入札に係る調達契約は、地方公共団体の物
品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成
７年政令第372号）第４条に規定する特定調達契約である。

　　令和６年５月24日
京都府警察本部長　白　井　　利　明　　

１　入札に付する事項
　⑴　業務の名称及び数量
　　　自動受付機等の賃貸借　一式
　⑵　業務の仕様等
　　　入札説明書及び仕様書のとおり
　⑶　賃貸借期間
　　　令和６年11月１日から令和11年10月31日まで
　⑷　納入場所
　　　京都府警察本部長が指定する場所
２　契約条項を示す場所等
　⑴　契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び

契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地等
　　　〒602-8550　京都市上京区下長者町通新町西入藪

之内町85番地３
　　　京都府警察本部総務部会計課調度係
　　　電話075-451-9111　内線2252
　⑵　仕様書の交付場所
　　　〒612-8486　京都市伏見区羽束師古川町647番地
　　　京都府警察本部交通部運転免許試験課
　　　電話075-631-5181　内線264
　⑶　入札説明書及び仕様書の交付
　　ア　交付期間
　　　　令和６年５月24日（金）から令和６年６月19日

（水）まで（日曜日及び土曜日を除く。）とする。
　　イ　入手方法
　　　ア　入札説明書
　　　　ａ　原則として、アの期間に、京都府警察ホー

ムページ（
） か ら ダ ウ ン

ロードすること。
　　　　ｂ　やむを得ず窓口交付を希望する場合は、ア

の期間の午前９時から午後５時まで（正午か

綾部市十倉中町段畠２の９ 小　松　広　士

〃　　〃　　　〃　２の12 大　槻　三　義

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の
規定により、福知山市堀井口堰土地改良区の定款の変更
を令和６年５月７日認可した。

　令和６年５月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

　上桂川用水土地改良区連合の役員の退任に伴い、土地
改良法（昭和24年法律第195号）第84条において準用す
る同法第18条第17項の規定により、次のとおり退任した
役員の氏名及び住所の届出があった。

　令和６年５月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　退任役員（理事）

住　　　　　　　　　　所 氏　　　　名

亀岡市河原林町河原尻中垣内43 黒　田　幹　男

〃　　保津町今石70 今　井　正　作

２　退任役員（監事）

住　　　　　　　　　　所 氏　　　　名

亀岡市保津町上大年67の２ 田　中　健　二

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第
５号の規定による道路の位置の指定を次のとおり行った。
　なお、その関係図面は、所管の京都府土木事務所に備
えておく。

　令和６年５月24日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　



令和６年５月24日　金曜日　　　

342

京  都  府  公  報

入札に参加しようとするものは、次により資格審
査を受けることができる。

　　　ア　資格審査申請書の提出期間
　　　　　令和６年５月24日（金）から令和６年６月６

日（木）まで（日曜日及び土曜日を除く。提出
時間は、午前９時から午後５時までとする。）
とする。

　　　　　なお、その後も随時受け付けるが、この場合
には、この公告に係る入札に間に合わないこと
がある。

　　　イ　資格に関する文書を入手するための手段
　　　　　原則として、京都府ホームページ（

） か ら ダ ウ
ンロードすること。

　　　ウ　提出場所及び問合せ先
　　　　　京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
　　　　　京都府総務部入札課入札・物品調達調整係
　　　　　電話075-414-5428
５　入札手続等
　⑴　入札及び開札の日時、場所等
　　ア　日時
　　　　令和６年７月５日（金）午前11時
　　イ　場所
　　　　京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番

地３
　　　　京都府警察本部本館入札室
　　ウ　郵送による場合の入札書の受領期限、提出先等
　　　ア　受領期限
　　　　　令和６年７月４日（木）必着
　　　イ　提出先
　　　　　〒602-8550　京都市上京区下長者町通新町西

入藪之内町85番地３
　　　　　京都府警察本部総務部会計課長
　　　ウ　その他
　　　　　郵送による場合の入札書の提出方法は、入札

説明書において指定する。
　⑵　開札に立ち会う者
　　　開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うも

のとする。ただし、入札者又は代理人が立ち会わな
い場合は、この入札事務に関係のない職員を立ち会
わせて行うものとし、同価入札となった際は、この
入札事務に関係のない職員が代理でくじを引くもの
とする。

　⑶　入札の方法
　　　持参又は郵送によることとし、電送による入札は

認めない。
　⑷　入札書に記載する金額
　　　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額

に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金
額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その
端数を切り捨てた金額）をもって落札金額とするの
で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事
業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積

ら午後１時までの間を除く。）に、⑴の組織
に問い合わせの上、入手すること。

　　　イ　仕様書
　　　　　アの期間の午前９時から午後５時まで（正午

から午後１時までの間を除く。）に、⑵の場所
に問い合わせの上、入手すること。

３　入札に参加する者に必要な資格
　　入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件を全

て満たさなければならない。
　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167

条の４の規定に該当しない者であること。
　⑵　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の

特例を定める政令が適用される令和６年度における
物品又は役務の調達に係る競争入札に参加する者に
必要な資格等を定める告示（令和６年京都府告示第
２号）に定める競争入札参加者の資格を得ている者
で、次の業務種目に登録されているものであること。

　　　大分類「賃貸借」―小分類「コンピュータ機器」
　⑶　１の⑴の業務を契約期間中に確実に履行すること

ができると認められる者であること。
　⑷　一般競争入札参加資格確認申請書（以下「確認申

請書」という。）の提出期間の最終日から入札日ま
での期間において、京都府の指名競争入札について
指名停止とされていない者であること。

　⑸　契約締結後、保守、点検、修理その他アフター
サービスについて、適切に対応することができる体
制を整備している者であること。

４　入札参加資格の確認
　　入札に参加しようとする者は、入札説明書において

示す確認申請書及び一般競争入札参加資格確認資料
（以下「確認資料」という。）を次により提出し、入
札参加資格の確認を受けなければならない。

　　なお、提出した確認申請書及び確認資料に関し、契
約担当者から説明を求められた場合は、それに応じな
ければならない。

　⑴　提出期間等
　　ア　提出期間
　　　　２の⑶のアに同じ。
　　イ　提出場所
　　　　２の⑴に同じ。
　　ウ　提出方法
　　　ア　持参により提出する場合
　　　　　提出期間中の午前９時から午後５時までの間

に提出すること。
　　　イ　郵送により提出する場合
　　　　　書留郵便で提出期間内に必着のこと。
　⑵　確認通知
　　　入札参加資格の確認結果は、別途通知する。
　⑶　その他
　　ア　確認申請書及び確認資料の作成等に要する経費

は、入札に参加しようとする者の負担とし、提出
された書類は返却しない。

　　イ　３の⑵の競争入札参加者の資格を有しない者で
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　　　Tender room on the ground floor, the Main building, 

Kyoto Prefectural Police Headquarters

　　　85-3 Yabunouchi-cho,  Shinmachi-nishi iru, 

Shimochojamachi-dori, Kamigyo-ku, Kyoto 602-8550 

Japan

　⑸　Contact point for the notice

　　　Accounting Division, Administrative Department, 

Kyoto Prefectural Police Headquarters

　　　85-3 Yabunouchi-cho,  Shinmachi-nishi iru, 

Shimochojamachi-dori, Kamigyo-ku, Kyoto 602-8550 

Japan

　　　TEL 075-451-9111 Ext.2252

もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を
入札書に記載すること。

　⑸　入札の無効
　　　次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
　　　なお、無効な入札をした者は、再度の入札に加わ

ることはできない。
　　ア　３に掲げる入札に参加する者に必要な資格のな

い者のした入札
　　イ　確認申請書又は確認資料の提出をしなかった者

のした入札
　　ウ　確認申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者

のした入札
　　エ　入札説明書に示した入札に関する条件に違反し

た者のした入札
　⑹　落札者の決定方法
　　　京都府会計規則（昭和52年京都府規則第６号。以

下「規則」という。）第145条の予定価格の制限の範
囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を
落札者とする。

　⑺　契約の手続において使用する言語及び通貨
　　　日本語及び日本国通貨に限る。
　⑻　契約書作成の要否
　　　要する。
６　入札保証金
　　免除する。ただし、落札者が契約を締結しない場合

は、落札金額の100分の５に相当する額の違約金を落
札者から徴収する。
７　契約保証金
　　免除する。
８　その他
　⑴　この入札の実施については、１から７までに定め

るもののほか、規則の定めるところによる。
　⑵　詳細は、入札説明書による。
　⑶　この公告に係る調達に関し、政府調達に関する苦

情の処理手続要綱（平成８年京都府告示第485号）
に基づく苦情申立てがあったときは、契約を締結し
ないこと又は契約の執行を停止し、若しくは解除す
ることがある。

９　Summary

　⑴　The nature and quantity of the product to be leased

　　　Automatic reception machine and accessories 

lease, 1 set

　⑵　The time, date and place for tender

　　　11:00 AM Fri., 5, July, 2024

　　　Tender room on the ground floor, the Main building, 

Kyoto Prefectural Police Headquarters

　　　85-3 Yabunouchi-cho,  Shinmachi-nishi iru, 

Shimochojamachi-dori, Kamigyo-ku, Kyoto 602-8550 

Japan

　⑶　Time-limit for tender by mail

　　　Thu., 4, July, 2024

　⑷　The time, date and place for the opening of tender

　　　11:00 AM Fri., 5, July, 2024


